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公益財団法人 自動車製造物責任相談センター 

 

2024 年度 事業計画書 
（令和６年 4 月 1 日～令和７年 3 月 31 日まで） 

 

コールセンターのクラウドシステムや Web 会議システムの積極的な活用が功を奏し、在宅勤務でも

円滑な業務遂行ができ、従来同等以上の業務パフォーマンスを発揮している。 

在宅勤務で懸念されるコミュニケーション不足については、毎日の Web 会議での情報交換や出勤日

の対面での情報交換で解消できており、裁判外紛争解決手続き（ADR）の新規受付件数も、 

過去最高数を更新している。 

2024 年度も在宅勤務を中心とした勤務体制としながら、BEV 化や先進安全装備が急速に 

普及する中、ADR を一層活用するため、さらなる相談対応の質の向上と、各自動車メーカー等への

ADR 啓発活動に継続して取り組んでいくと共に、国・地方自治体の消費者相談窓口、消費生活 

センターへの訪問活動も継続し、連携強化を図っていく。 

 

 

 《定款第 4 条第１項第１号関連》 

１．「相談」  

消費者等から寄せられる自動車・二輪車（原付、ナンバー付き電動キックボード含む）および

それらの部品、用品等の製造物責任や品質トラブルに関する相談に対し、専門的な見地からの

助言や適切な「論点・枠組の整理」を行うことにより、相対交渉の促進を図り、紛争の早期解決

を支援する。 

とくに、メーカーへの取次の要否を的確に判断し、必要な相談（情報提供のみが必要と判断 

される相談を含む）案件を適宜取り次ぐことで紛争の早期解決の促進を図っていく。 

また、相談者アンケートの「中立公正」「応対満足」「お役立ち」を当センターの評価基準の一つ 

として明確に位置付け、アンケート結果を相談業務に迅速に反映させていく。 

2024 年度の相談受付件数は、過年度と同等レベルの約 2,700 件を想定している。 
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 《定款第 4 条第 1 項第 1 号関連》 

２．「和解の斡旋」 

自動車・二輪車（原付、ナンバー付き電動キックボード含む）およびそれらの部品、用品等の

製造物責任や品質トラブルに関する紛争解決のため、紛争当事者双方が、「和解の斡旋」の

利用を希望した場合には、相談センター付の弁護士を手続実施者とする「和解の斡旋」を行う。 

実損害の発生している相談の全てに対して、「和解の斡旋」の内容を丁寧に説明することで、

相談者の選択の幅を広げるように取り組む。 

また、相談者からの和解の申し出に対して、相手側である販売店、輸入代理店、製造業者等

の忌避が生じないよう、各自動車メーカー、輸入組合等への啓発活動を継続する。  

2024 年度の「和解の斡旋」件数は、過去 5 年の平均レベルの 2５件を想定している。 

 

 《定款第 4 条第 1 項第 1 号関連》 

３．「審査」 

自動車・二輪車（原付、ナンバー付き電動キックボード含む）およびそれらの部品、用品等の

製造物責任や品質トラブルに関する紛争解決のため、紛争当事者の双方が「審査」の利用を

希望した場合には、弁護士、法律学者、自動車工学者、消費者問題専門家で構成される

「審査委員会」を手続実施者とする「審査」を実施する。 

2024 年度の「審査」は２件を想定している。 

 

 《定款第 4 条第 1 項第 2 号関連》 

４．自動車等の製造物責任等に関する内外関係機関等との交流及び協力 

当財団の事業運営上必要かつ有益な下記の関係機関等との交流及び協力を促進する。 

①消費者庁（消費者被害・紛争情報、消費者保護関係法制度についての情報収集等） 

②経済産業省・国土交通省（消費者被害・紛争情報や新法制度等に関する情報収集等） 

③国・地方自治体の消費者相談窓口及び国民生活センター・消費生活センター（消費者

被害・紛争解決についての情報交換並びに協力・連携） 

④日本ＡＤＲ協会（ADR 促進についての情報収集・交換、他の ADR 機関との情報交換

並びに協力・連携） 

⑤消費者団体（消費者相談に関する情報交換等） 

⑥自動車関連団体・自動車メーカー（相談・紛争解決情報の提供及び協力・連携） 

⑦他業種 PL センター（消費者相談・紛争解決事例の情報交換等） 
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《定款第４条第 1 項第 2 号関連》 

５．当財団における広報活動等 

当財団の事業内容及び活動状況等に関する理解の促進と社会的認知度の向上を図るため、 

①パンフレット・活動状況報告書等を有効活用して広報・情報提供活動を実施する。 

国・地方自治体の消費者相談窓口、消費生活センターへの訪問活動は、2024 年度も 

継続するものの、過年度の訪問実績を考慮し、約 200 ヵ所を対象とする。 

②消費生活センター等が開催する研修会等（事例研究会等）に積極的に参画し、当財団

の活動内容の紹介を行い、当財団への利用促進や、消費者被害救済に向けての連携強化

に努める。 

 

《定款第 4 条第 1 項第 2 号関連》 

6. ３０周年記念イベント準備活動 

23 年度に策定した、３０周年記念イベント計画案の具体化（関係者インタビュー、講演会場 

手配等）を行う。 

また、２０周年記念イベントと同様、イベント会社を活用する。 

 

《定款第２条第 1 項関連》 

7．当財団の事務所移転 

2024 年 9 月 30 日に賃貸契約が満了する現在の事務所から、港区虎ノ門 5 丁目の 

メトロシティ神谷町 6 階に 7 月 1 日に移転する。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

＜２０２３年度見込みと２０２４年度計画＞ 

 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

実績 計画 見込み 計画 

相談受付件数（件） 2,589 2,700 3,000 2,700 

「和解の斡旋」件数（件）(新規＋前年継続) 34+2 20 30~33+5 25 

「審査」件数（件）(新規＋前年継続) 0+0 2 1+0 2 

相談者 

アンケート 

（％） 

回収数（件） 186 ― 200 ― 

中立公正 94 90 95 90 

対応満足 84 90 82 90 

お役立ち 75 80 78 80 

再相談 90 ― 82 ― 

講師派遣／消費生活センター訪問（ヵ所） 8/293 10/260 9/296 10/200 

 


